
平成19年12月25日 規制改革会議・第２次答申

12月26日 社会保障審議会・少子化対策特別部会 発足

２月27日 「新待機児童ゼロ作戦」の策定・公表

５月29日 「児童福祉法等の一部を改正する法律案」 衆議院で可決

○ 衆・厚労委委員会審議 ５月23日、28日

５月20日 少子化対策特別部会

○ 「次世代育成支援のための新たな制度体系の検討に向けた基本的考え方」を取りまとめ

４月23日 経済財政諮問会議(新雇用戦略に関連して保育について議論)

○ 保育の規制改革について年内に結論

○ 保育の量的拡充・質の向上に係る財源のあり方について検討することで一致

３月25日 「規制改革推進のための３か年計画(改定)」閣議決定

３月４日 児童福祉法等の一部改正する法律案(家庭的保育の制度化等)を閣議決定

保育を中心とした主な動きについて

２月15日 経済財政諮問会議(新雇用戦略に関連して保育について議論)

○ 「新待機児童ゼロ作戦」を進める旨の総理指示

平成20年１月29日 第１回 社会保障国民会議 開催

５月28日 地方分権改革推進委員会 第一次勧告

５月２３日 経済財政諮問会議（認定こども園改革）
○ こども交付金（仮称）を含め改善策を夏頃目途に取りまとめ

６月20日 地方分権改革推進要綱（第１次） （地方分権改革推進本部決定）

６月27日 経済財政改革の基本方針２００８について （閣議決定）

７月２日 中間とりまとめ －年末答申に向けての問題提起－ （規制改革会議）
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「保育」をめぐる議論の動きについて

１１ 経済財政諮問会議における議論の動き経済財政諮問会議における議論の動き ２２ 地方分権改革推進委員会における地方分権改革推進委員会における
議論の動き議論の動き

地方分権改革推進要綱（第１次）
（平成２０年６月２０日地方分権改革推進本部決定）

〔幼保・子ども〕
○ 認定こども園制度については、当面、認定等に係る

事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対する
抜本的な運用改善方策について平成２０年度中に実施
に着手する。あわせて、認定こども園制度の一本化に
向けた制度改革について平成２０年度中に結論を得る。

○ 保育所について、「保育に欠ける」という入所要件
の見直し、保護者と保育サービス提供者との直接契約
方式について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構
築していく中で総合的な検討を行い、平成２０年中に
結論を得る。

〔福祉施設に関する基準〕
○ 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関す

る基準については、保育の質や、高齢者の生活の一定
の質の確保のための方策を前提としつつ、全国一律の
最低基準という位置付けを見直し、国は標準を示すに
とどめ地方自治体が条例により決定し得るなど、地方
自治体が創意工夫を生かせるような方策を検討し、計
画の策定までに結論を得る。

第一次勧告（平成２０年５月２８日）◆ 利用者の立場に立ち、保育サービスの規制改革を行う
① 保育サービスを「措置」から利用者の「選択」に転換する
② 認定こども園等の「二重行政」を解消する
③ 保育所の調理室必置や面積等の最低基準を地域に委ねる
④ 保育ママ制度の資格要件を緩和する

◆ 財源のあり方を議論する

「新待機児童ゼロ作戦」によって、３歳未満児１５万人の保
育サービスを増やすためには、財源の手当てが不可欠である。
サービスの効率化を進めるとともに、それでも不足する保育
サービスの量的拡充・質の向上のための費用については、税制
の抜本改革に向けて、財源のあり方の議論を行うべきである。

【福田総理発言】
○ 長年の懸案がある保育サービスに係る規制改革については、
利用者の立場に立って、年内に結論を出してほしい。

○ 財源の在り方は、社会保障国民会議の議論も踏まえ、抜本
的税制改革において検討することとしたい。

◆ 厚生労働省と文部科学省の予算を統合した「こども交付金」
を導入し、認定こども園（保育所型や幼稚園型を問わない）に
助成する自治体に対し、包括的な交付金として交付する。

【福田総理発言】
○ 交付金を含めて、利用する子どもの立場に立った抜本的な
解決策を関係閣僚に早急に検討。（夏頃までに取りまとめ）

【認定こども園関係（５月２３日）】

【保育関係（４月２３日）】
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経済財政改革の基本方針２００８（平成20年６月27日閣議決定）
＜少子化対策関係抜粋＞

第２章 成長力の強化
１．経済成長戦略
【具体的手段】
Ⅰ 全員参加経済戦略
① 新雇用戦略 （ｐ５～６）
・ 待機児童ゼロに向け、保育サービスの充実を目指し（2010 年に保育サービス利用率を20.3％から26％へ）、その

財源の在り方について、社会保障国民会議の議論も踏まえ、抜本的税制改革において検討する。保育サービスに係る
規制改革については、子どもの福祉への配慮を前提に、利用者の立場に立って、平成20 年内に結論を出す。

・ 「こども交付金」（仮称）の導入など、認定こども園に関する補助金の一本化による「二重行政」の解消策を検討し、
平成20 年夏を目途に取りまとめ、平成20 年度中に制度改革についての結論を得る。

第４章 国民本位の行財政改革
１．国民本位の行財政への転換
（２）生活者重視の行政システム（消費者行政、規制改革）
【具体的手段】

（３）消費者・生活者のための規制改革 （ｐ１９）
診療報酬の審査・支払業務の抜本的効率化、質の確保された保育サービスの充実を含む幅広い分野について取り

組み、平成２０年末までに結論を得る。

第５章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築
１．国民生活を支える社会保障制度の在り方等
【具体的手段】

（２）重要課題への対応
③ 総合的な少子化対策の推進 （ｐ２５）
・ 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づき、保育サービスや放課後対策等の子育て支援の拡充及び仕事
と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を車の両輪として、少子化対策を行う。

・ 税制の抜本的な改革と併せ、保育サービスの提供の仕組みを含む包括的な次世代育成支援の枠組みを構築する。
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「地方分権改革推進要綱（第１次）」
（平成２０年６月２０日 地方分権改革推進本部決定）

（抜粋）

第２ 地方分権のための制度・運営の改革の推進
１ 重点行政分野の抜本的見直し
（１） くらしづくり分野関係

【幼保・子ども】
○ 認定こども園制度については、当面、認定等に係る事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対す
る抜本的な運用改善方策について平成20年度中に実施に着手する。あわせて、 認定こども園制度の一本
化に向けた制度改革について平成20年度中に結論を得る。 〔文部科学省・厚生労働省〕

○ 保育所について、「保育に欠ける」という入所要件の見直し、保護者と保育サービス提供者と の直接契約
方式について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で総合的な検討を行い、平成20年中

に結論を得る。〔厚生労働省〕

○ 文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」について、両事
業の統合も含めた更なる一本化の方向で改善方策を検討し、平成21年度から実施する。 〔文部科学省・厚

生労働省〕

【福祉施設の最低基準】
○ 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関する基準については、保育の質や、高齢者の生活の

一定の質の確保のための方策を前提としつつ、全国一律の最低基準という位置付けを見直し、国は標準を
示すにとどめ地方公共団体が条例により決定し得るなど、地方公共団体が創意工夫を生かせるような方策
を検討し、計画の策定までに結論を得る。 〔厚生労働省〕
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中間とりまとめ －年末答申に向けての問題提起－
（平成20年７月2日 規制改革会議）（抜粋）

Ⅱ．各重点分野における規制改革
１ 社会保障・少子化対策
（２）福祉、保育、介護分野

① 保育分野

（ア） 直接契約方式の導入
利用者自らが施設に直接申込みを行い、契約を結ぶ方式を導入すれば、住居地に縛られずに、自宅のある市町村以外、つまり、最寄

り駅、親の職場、児童の祖父母の家等に近い保育所に預け ることや、必要なサービスを提供している保育所を選択することが可能とな

る。また、保育所の側では、他の保育所との競争が起こり、利用者から選ばれる保育所となるための努力が促されるというメリットもある。

（イ） 直接補助方式（バウチャー等）の導入
投入されている公的補助を機関補助ではなく、保育の必要度（要介護認定のような公的な基準）に応じて、バウチャー等で子育て世

帯に配分する、利用者への直接補助方式に転換するべきと考える。価格（利用者の費用負担分）を設定する際には、原則、サービス利
用量・内容に応じた応益負担とすべきである。また、現在、認可保育所の保育料は月額で決まっているが、フルタイム勤務以外の共働き
世帯や在宅保育世帯による利用も増えると予想されることから、日割り・時間単位等に見直す必要もある。

（ウ） 「保育に欠ける」要件の見直し
「保育に欠ける」要件は、保護者の就業状況や就労形態の多様化、核家族化の進行や子育てに困難を抱える家庭の増加など、子ども

を取り巻く環境が大きく変化しているにもかかわらず、長年見直しがなされていない。そのため、認可保育所への入所の可否と個々の家
庭における保育や子育て支援の必要度合いが必ずしも一致していない。
（中略）
したがって、「保育に欠ける」要件を近年の実態に照らして見直し、共働き世帯のみならず、専業主婦（夫）世帯でも、保育所において保

育・子育て支援サービスを利用できるような基準に改めるべきである。

（エ） 官民イコールフッティングによる民間事業者の参入促進
そのため、サービス供給量の拡大に向けて、多様な民間事業者の参入を促す環境整備を図るためには、上記のような阻害要因を早

急に取り除くべきである。
具体的には、

○ 施設整備交付金を社会福祉法人以外の民間事業者にも給付する
○ 株式会社には企業会計の適用を認める
○ 民営化の際、社会福祉法人以外の民間事業者を排除しないよう地方公共団体への指導を徹底する
等の対策が必要である。
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